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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2025年９月24日に提出いたしました第28期（自2024年７月１日　至2025年６月30日）の有価証券報告書に添付してお

ります「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、

これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
2025年９月24日付「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

　　（訂正前）

（省略）

＜連結財務諸表監査＞

（省略）

監査上の主要な検討事項

（省略）

販売用不動産等の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　株式会社アーバネットコーポレーションの当連結会計年

度の連結貸借対照表において、販売用不動産2,070,324千

円及び仕掛販売用不動産39,361,222千円が計上されてお

り、これらの棚卸資産（以下「販売用不動産等」とい

う。）の合計金額41,431,546千円のうち親会社である株式

会社アーバネットコーポレーションが販売目的で保有する

都市型賃貸マンションに関する販売用不動産等33,573,485

千円は連結総資産の81.0％を占めている。

　これらの販売用不動産等は、注記事項「（重要な会計上

の見積り）販売用不動産等の評価」に記載のとおり、当連

結会計年度末における帳簿価額と正味売却価額のいずれか

低い方の金額で評価されており、また、正味売却価額は売

価から見積追加工事原価及び見積販売直接経費（以下「見

積追加コスト」と総称する。）を控除することにより算定

されている。

　売価については、売買契約締結済みの物件では契約金額

が使用されるが、売買契約未締結の物件の場合、当該物件

を賃貸に供した際に得られると見積られる収入（以下「予

測賃貸収入」という。）を物件の期待利回りで割り戻すこ

とにより算定した金額が使用されている。

　正味売却価額の算定において、予測賃貸収入及び期待利

回りは不動産市況の変化や会社の販売方針の影響を受け、

また、見積追加コストは主に開発の遅延等に伴う工事原価

の変動の影響を受けることから、それぞれ高い不確実性を

伴うが、これらに係る経営者による判断が正味売却価額の

見積りに重要な影響を及ぼす。

　以上から、当監査法人は、販売目的で保有する都市型賃

貸マンションに関する販売用不動産等の評価の妥当性が、

当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であ

り、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

　当監査法人は、販売目的で保有する都市型賃貸マンショ

ンに関する販売用不動産等の評価の妥当性を検証するた

め、主に以下の手続を実施した。

● 正味売却価額の算定方法について、会計基準の定めを

踏まえ、その適切性を評価した。

● 評価に影響する事象を把握するために、取締役会議事

録を閲覧及び経営者に質問し、把握された事象が販売

用不動産等の評価に反映されているか否かを検討し

た。

● 販売用不動産等を視察し、売価及び見積追加コストの

見積りに影響を及ぼし得る要因の有無を確認した。

● 売買契約未締結の物件について、今後の販売方針を経

営者に質問した。

● 売買契約未締結の物件の売価算定に用いる予測賃貸収

入について、外部企業が公表している賃料情報と比較

することにより、その合理性を評価した。

● 売買契約未締結の物件の売価算定に用いる期待利回り

の見積りについて、外部企業が公表している同種物件

の還元利回りの情報と比較することにより、その合理

性を評価した。

● 見積追加コストについて、取締役会で承認されたプロ

ジェクト計画表の予算総原価から仕掛販売用不動産原

価を控除した金額との整合性を検討した。また、プロ

ジェクト計画表の信頼性を評価するため、過去のプロ

ジェクトの予算総原価と実際発生総原価を比較し、著

しい乖離が生じていないかどうかを検討した。

 

（省略）
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　　（訂正後）

（省略）

＜連結財務諸表監査＞

（省略）

監査上の主要な検討事項

（省略）

販売用不動産等の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　株式会社アーバネットコーポレーションの当連結会計年

度の連結貸借対照表において、販売用不動産2,070,324千

円及び仕掛販売用不動産39,361,222千円が計上されてお

り、これらの棚卸資産（以下「販売用不動産等」とい

う。）の合計額41,431,546千円のうち親会社である株式会

社アーバネットコーポレーションが販売目的で保有する都

市型賃貸マンションに関する販売用不動産等33,573,485千

円は連結総資産の53.8％を占めている。

　これらの販売用不動産等は、注記事項「（重要な会計上

の見積り）販売用不動産等の評価」に記載のとおり、当連

結会計年度末における帳簿価額と正味売却価額のいずれか

低い方の金額で評価されており、また、正味売却価額は売

価から見積追加工事原価及び見積販売直接経費（以下「見

積追加コスト」と総称する。）を控除することにより算定

されている。

　売価については、売買契約締結済みの物件では契約金額

が使用されるが、売買契約未締結の物件の場合、当該物件

を賃貸に供した際に得られると見積られる収入（以下「予

測賃貸収入」という。）を物件の期待利回りで割り戻すこ

とにより算定した金額が使用されている。

　正味売却価額の算定において、予測賃貸収入及び期待利

回りは不動産市況の変化や会社の販売方針の影響を受け、

また、見積追加コストは主に開発の遅延等に伴う工事原価

の変動の影響を受けることから、それぞれ高い不確実性を

伴うが、これらに係る経営者による判断が正味売却価額の

見積りに重要な影響を及ぼす。

　以上から、当監査法人は、販売目的で保有する都市型賃

貸マンションに関する販売用不動産等の評価の妥当性が、

当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であ

り、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

　当監査法人は、販売目的で保有する都市型賃貸マンショ

ンに関する販売用不動産等の評価の妥当性を検証するた

め、主に以下の手続を実施した。

● 正味売却価額の算定方法について、会計基準の定めを

踏まえ、その適切性を評価した。

● 評価に影響する事象を把握するために、取締役会議事

録を閲覧及び経営者に質問し、把握された事象が見積

追加コストも含めた販売用不動産等の評価に反映され

ているか否かを検討した。

● 販売用不動産等を視察し、売価及び見積追加コストの

見積りに影響を及ぼし得る要因の有無を確認した。

● 売買契約未締結の物件について、今後の販売方針を経

営者に質問した。

● 売買契約未締結の物件の売価算定に用いる予測賃貸収

入について、外部企業が公表している賃料情報と比較

することにより、その合理性を評価した。

● 売買契約未締結の物件の売価算定に用いる期待利回り

の見積りについて、外部企業が公表している同種物件

の還元利回りの情報と比較することにより、その合理

性を評価した。

● 完成済み物件の予算総原価と実際発生総原価を比較

し、著しい乖離が生じていないかどうかを検討した。

 

（省略）
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